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混迷の「可視光線透過率測定器」問題が前進
ラビニールが地方運輸局を訪問して見解収集
　指定自動車整備事業者の間で、
自動車ガラスの可視光線透過率測
定器に関する見解が揺れている。
「可視光線透過率の保安基準適合
性を判定するのに、どの測定器を
使えばいいのかわからない」とい
う状況に陥っているのだ。
　これを受けて、かねて米国レー
ザーラボ社（Laser Labs Inc.）製
の可視光線透過率測定器を販売し
ているラビニールは、指定整備事
業における可視光線透過率測定器
に関する見解を聞くため、地方運
輸局を訪問してまわった。結果は
「特定の機器でなければならないわ
けではない」というもので、少な
くとも同社が取り扱っている『TIN
TMETER2000JP』（以下、TM200
0JP）に関しては「指定自動車整備
事業において可視光線透過率の適
合性を判定するために用いても問
題ない」ことが確認された。

国交省がフィルム装着車の
取り扱いを改めて周知徹底

　それにしても、なぜ、数年前ま
ではまったく関心を寄せていなか
った可視光線透過率測定器を巡
り、指定自動車整備事業者があた
ふたしているのだろうか。
　発端は、昨年1月に国土交通省

自動車局整備課（当時）から地方
運輸局自動車技術安全部整備課
および沖縄総合事務局運輸部車
両安全課へ通知された、「指定自
動車整備事業における着色フィル
ム等が装着された自動車の指導に
ついて」と題する事務連絡だ（図
表①）。
　窓ガラスフィルム製作者の指摘
を受けて、着色フィルムなどが装
着された車両の取り扱いに関する
運輸支局の指定自動車整備事業に
対する指導状況を調査したところ、
運輸支局により差異があることが
確認された。
　そのため、指定自動車整備事業
において可視光線透過率の適合性
を視認により容易に判定すること
ができない場合は、①道路運送車

両の保安基準第29条第3項に規
定された要件を満たす可視光線透
過率測定器を用いて判定するか、
②それが無理なら運輸支局または
軽自動車検査協会に現車を持ち込
み受検するよう、指定自動車整備
事業者への周知徹底を促したので
ある。

指定自動車整備事業者の間で
使用機器に関する戸惑い拡大

　事務連絡に「これまでも指定自
動車整備事業において可視光線透
過率測定器を用いて判定すること
も可能とされている」とあるように、
基本的には本来の判定方法につい
て再認識を促したに過ぎない。
　それにも関わらず、指定自動車

整備事業者が戸惑ったのは、道路
運送車両の保安基準第29条第3
項に規定された要件を満たす可視
光線透過率測定器について、「独
立行政法人自動車技術総合機構に
おいては『PT-50、PT-500（光明
理化学工業製）』を使用」している
という注釈が記載されていたため
だ。これが指定自動車整備事業者
に「PT-50、PT-500でなければ可
視光線透過率を正しく判定できな
いのではないか」などといった疑
念や不安を抱かせたのである。
　しかも、PT-50とPT-500は光源
に白熱電球が使用されており、「可
視光線透過率測定器の光源は法
令で白熱電球と定められている」
という見解が吹聴されたことで、
不安がさらに高まる格好となった。
　確かに、以前は道路運送車両の
保安基準第29条の細目告示に別
添37「窓ガラスの技術基準」があ
り、そこで「可視光線透過率試験
装置の光源は色温度2856±50°K
に点灯した白熱電球とする」とさ
れていた。しかし、現在の保安基
準には別添37は存在せず、可視
光線透過率測定器の光源が「白熱
電球でなければならない」理由を
見出すことはできない。

可視光線透過率測定器に
関する運輸局の見解収集

　自動車技術総合機構が2021年
度の入札に際して作成した、可視
光線透過率測定器の仕様に関する
資料には、「投光部の光源は、JIS 
Z8781-2に定める標準光源Aまた
はそれと近似した性能を有するも
のであること」と書かれている。
　JIS Z8781-2に定める標準光源
Aとは、色温度2856Kの白熱電球
のことである。しかし、「それと近

似した性能を有するもの」であれ
ば、色温度2856Kの白熱電球以
外でも構わないと読み取ることが
できる。つまり、可視光線透過率
の保安基準適合性を判定できるの
はPT-50やPT-500だけではない
ということになる。
　これを受けて、ラビニールはア
ポイントを取り付けた地方運輸局
8カ所を訪問してまわり、PT-50、
PT-500、そして光源にLEDを使
用したTM2000JPを用いて可視光
線透過率の測定デモを行った。
　図表②は、その際の質疑応答を
とりまとめたもので、デモの結果、
どの機器で測定しても「近しい数
値」となることが確認された。そ

のうえで、前述の事務連絡の注釈
は自動車技術総合機構で使用して
いる機器を参考として記載したに
過ぎず、TM2000JPが指定自動車
整備事業において可視光線透過率
の保安基準適合性を判定するのに
相応しくないとするものでは決して
ないという見解が得られた。
　ラビニールは、これまでに指定
自動車整備事業者へTM2000JP
を3000個以上販売している。その
ため、地方運輸局の見解が明らか
になったことで、「すでにお持ちの
整備事業者の方 に々改めて『安心
してお使いください』と申し上げる
とともに、さらなる普及促進を図っ
ていきたい」としている。

図表① 国土交通省の事務連絡

図表② ラビニールがとりまとめた運輸局との質疑応答の結果

ラビニールがかねて取り扱っている、米国
レーザーラボ社製の可視光線透過率測定器
『TINTMETER2000JP』。


